
 

様式第１号（第６条関係） 

 

企画競争実施の公示 

 

 平成２４年２月１日 

 

独立行政法人日本万国博覧会記念機構 

理 事 長  中 井  昭 夫 

 

 下記のとおり、企画提案書の提出を求めます。 

 

 

記 

 

１．業務概要 

（１） 業 務 名   樹木造形剪定業務 

（２） 業務目的  本業務委託は、万博記念公園日本庭園（以下「万博日本庭園」という。）

の樹木剪定等の管理業務を行うことを目的とする。 

（３） 業務内容  恒常的景観管理工（剪定・除草等）、茶庭管理工（茶庭の剪定・除草・

苔管理等）、臨時的管理工（支障木・枯木撤去） 

詳細は業務説明書による。 

（４） 履行期間  平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日を予定。 

 

２．企画競争参加資格要件 

  本業務への参加は、次の資格を満たしていることを条件とする。 

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該

当しない者であること。 

（２） 独立行政法人日本万国博覧会記念機構から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３）  技術者等に関する要件 

１級造園技能士及び 1 級造園施工管理技士の資格を有する技術者が専任で配置できる

こと。 

（４）  業務実績に関する要件 

日本庭園の管理実績があり万博日本庭園の管理を遂行する能力がある者であること。 

主任者に必要とされる同種又は類似業務の実績として、過去１０年間に日本庭園（個

人庭園は除く。）の管理受託の経験を 1年以上有すること。ただし、個人庭園であって

も公開されている等公衆に供されている日本庭園であってある程度の規模以上である

ものについては実績とみなすことがある。 

 

３．手続等 

（１） 担当係 

〒５６５－０８２６ 大阪府吹田市千里万博公園１番１号 

独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 事業部 自立した森再生センター 緑地管理係 

ＴＥＬ ０６－６８７７－３３４９ 

（ＦＡＸ ０６－６８７７－８４５９） 

（２） 説明書の交付期間、場所及び方法 

①期間 平成２４年２月２日（木）から平成２４年２月２２日（水）まで 

②場所 上記担当係 

③方法 上記担当係にて紙媒体をもって手交 

説明書の交付を希望する場合は、予め（１）の担当まで事前連絡を行うこと。 

（３） 企画提案書の提出期限、場所及び方法 



①期限 平成２４年３月１４日（水）17 時 00 分まで 

②場所 上記担当係 

③方法 上記担当係へ持参又は郵送（書留郵便に限る。）で５部提出。 

 （４） 説明会の有無、日時及び場所等 

      説明会を実施する。 

       平成２４年２月２３日（木）13 時 00 分～ 

       万博記念ビル３階Ｃ会議室 

                    説明会への参加を必須とする。 

（５） 企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所 

       ヒアリングを実施する：３月中旬頃を予定。 

             万博記念ビル４階第２応接室を予定。 

             ※詳細な実施場所及び日時は追って連絡する。 

 

４．その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 関連情報を入手するための照会窓口 ３（１）に同じ。 

（３） 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

（４） 企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わ

ない。 

（５） 提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にする。 

（６） 特定した提案内容については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成１３年法律第１４０号）の規定により、開示請求者からの開示請求があった場合は、

当該企画提案者の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示

対象となる場合がある。特定しなかった提案書は原則返却する。なお、返却を希望し

ない場合はその旨を提案書を提出する際に申し出ること。 

（７） 提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものである

が、契約手続の完了までは、独立行政法人日本万国博覧会記念機構との契約関係を生じる

ものではない。 

（８） 詳細は説明書による。 

 

５．独立行政法人の契約に係る情報の公表に伴う御協力のお願い 

  独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平

成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をす

る場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開

するなどの取組を進めるとされているところです。 

  これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表す

ることとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しく

は応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

  なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、御了知願います。 

  また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしてい

ただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了

知願います。 

 

 （１）公表の対象となる契約先 

    次のいずれにも該当する契約先 

   ① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当

職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職している

こと 

   ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 



 （２）公表する情報 

    上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、

契 約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

   ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機

構における最終職名 

   ② 当機構との間の取引高 

   ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれか

に該当する旨 

     ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

   ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 （３）当機構に提出していただく情報 

   ① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構

における最終職名等） 

   ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入、及び当機構との間の取引高 

 （４）公表日 

    契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については

原則９３日以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


